
屋
上
緑
化
推
進
事
業

　
都
市
緑
化
を
推
進
し
、
都
市
の
快
適

な
生
活
空
間
を
創
出
す
る
た
め
、
建
物

の
屋
上
や
外
壁
面
を
緑
化
す
る
事
業
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
▽
地
域
＝
本
市
の
市
街
化
区
域
内　

▽
事
業
＝
屋
上
緑
化
事
業（
植
栽
面
積
３

平
方
㍍
以
上
）、
壁
面
緑
化
事
業（
植
栽

面
積
３
平
方
㍍
以
上
）、
ベ
ラ
ン
ダ
緑
化

事
業（
植
栽
面
積
１
平
方
㍍
以
上
／
プ
ラ

ン
タ
ー
な
ど
の
設
置
は
除
く
）の
う
ち
、

植
栽
、
植
栽
用
土
壌
、
灌
水
排
水
設
備

な
ど
に
要
す
る
費
用　
▽
補
助
金
＝
対

象
事
業
に
要
し
た
費
用
の
２
分
の
１（
支

給
限
度
額
20
万
円
、
最
低
額
５
０
０
０

円
）　
申
公
園
緑
地
課
に
事
前
に
相
談
を
。

▽
申
請
期
限
＝
平
成
27
年
１
月
30
日（
金
） 

※
受
付
件
数
に
限
り
あ
り
。
着
工
後
の

申
請
不
可

問
公
園
緑
地
課（
☎
231−

１
９
３
３
）

身
体
な
ど
に
障
害
の
あ
る
方
に

対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免

　
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
っ
て
い
る
方

に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
が

あ
り
ま
す
。
減
免
を
受
け
る
こ
と
の
で

き
る
障
害
の
範
囲
や
手
続
き
方
法
な
ど

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
減
免
を

受
け
て
い
る
方
で
も
、
障
害
名
・
等
級
、

運
転
者
、
使
用
目
的
に
変
更
が
あ
る
場

合
や
車
両
番
号
を
変
更
し
た
場
合
は
、

改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

申
申
請
期
限
＝
５
月
26
日（
月
）

問
資
産
税
課（
☎
231−

１
９
１
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課　

▽
菊
川（
☎

287−

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
766−

２
９

５
３
）　
▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
１
２
）　

▽
豊
北（
☎
782−

１
９
１
８
）

看
板
の
経
過
措
置
期
間
満
了
が

迫
っ
て
い
ま
す

　
改
正
さ
れ
た
下
関
市
屋
外
広
告
物
条

例
が
、
平
成
21
年
６
月
１

日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま

す
。
条
例
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
期
間（
平
成
26
年
５
月
31
日
ま

で
）が
間
も
な
く
満
了
し
ま
す
の
で
、

広
告
業
者
、
看
板
を
管
理
し
て
い
る
方

は
、
経
過
措
置
期
間
の
満
了
ま
で
に
必

要
な
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
必
要
な
手
続
き
＝
経
過
措
置
期
間
満

了
ま
で
に
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
条
例
の
基
準
に
適
合
し
な
い
も

の
は
変
更
・
改
造
が
必
要
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
確
認
を
。

●
経
過
措
置
期
間
満
了
後
は
ど
う
な

る
？
＝
条
例
の
基
準
に
適
合
し
な
い
看

板
は
、
除
却
命
令
な
ど
、
罰
則
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

※
許
可
手
続
き
な
ど
の
詳
細
は
、
ま
ち

な
み
住
環
境
整
備
課
へ
問
い
合
わ
せ
を

問
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備
課

（
☎
231−

１
２
２
５
）

水
洗
便
所
改
造
等

資
金
利
子
補
給
制
度

対
水
洗
化
工
事（
下
水
道
へ
の
接
続
）を

行
う
方　
※
法
人
や
新
築
住
宅
を
除
く

※
工
事
着
工
後
は
申
請
不
可　
内
▽
融

資
条
件
＝
取
扱
金
融
機
関
の
融
資
条
件

に
該
当
す
る
方　
▽
融
資
金
額
＝
１
戸

当
た
り
50
万
円
以
内　
▽
融
資
利
息
・

保
証
料
＝
上
下
水
道
局
が
全
額
負
担　

▽
償
還
方
法
＝
融
資
を
受
け
た
翌
月
か

ら
５
年
以
内
の
毎
月
均
等
償
還　
▽
取

扱
金
融
機
関
＝
山
口
銀
行
、
西
京
銀
行
、

西
中
国
信
用
金
庫
の
市
内
各
本
支
店

問
上
下
水
道
局
下
水
道
課

（
☎
231−

１
３
６
３
）

下
関
で
生
産
さ
れ
た
木
材
を

安
く
販
売
し
ま
す

対
市
内
に
事
業
所
を
置
く
工
務
店
や
市

内
に
居
住
す
る
個
人　
内
市
内
で
生
産

さ
れ
た
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
柱
材
を
、
下

関
ブ
ラ
ン
ド「
し
も
の
せ
木
」と
し
て
安

く
販
売　
▽
本
数（
年
間
限
度
数
）＝
個

人
／
100
本
、
業
者
／
300
本　
▽
規
格
＝

特
１（
105
×
105
×
３
０
０
０
）㍉
㍍
、
特

１（
120
×
120
×
３
０
０
０
）㍉
㍍

問
農
林
整
備
課（
☎
231−

１
２
５
６
）

森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た

方
は
届
け
出
が
必
要
で
す 

対
個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、
売
買
や
相

続
な
ど
で
森
林
の
土
地
を
新
た
に
取
得

し
た
方　
※
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ

き
届
け
出
を
提
出
し
た
場
合
は
不
要　

日
土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日
か
ら
90

日
以
内　
※
事
後
の
届
け
出　
場
届
出

先
＝
農
林
整
備
課
、
各
総
合
支
所
農
林

課
・
農
林
水
産
課　
※
対
象
森
林
は
届

出
先
で
確
認
で
き
、
届
出
書
類
も
配
布
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可

問
農
林
整
備
課（
☎
231−

１
２
５
６
）

宅
内
の
汚
水
ま
す
は

定
期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う

　
公
共
下
水
道
に
接
続
さ
れ
て
い
る
家

庭
内
の
汚
水
ま
す
に
は
、
構
造
上
、
汚

水
に
含
ま
れ
る
わ
ず
か
な
固
形
物
や
油

分
が
た
ま
り
ま
す
。
放
置
し
て
お
く
と

管
が
詰
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
各
家

庭
で
定
期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。
個

人
で
十
分
可
能
で
す
。

　
最
近
、
汚
水
ま
す
の
清
掃
を
代
行
す

る
民
間
業
者
が
い
ま
す
。
市
は
関
与
し

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
を
。

問
上
下
水
道
局
下
水
道
課（
☎
231−

１
３

６
３
）、北
部
事
務
所（
☎
772−

４
０
２
８
）

森
林
の
立
木
伐
採
は
届
け
出
を

　
県
の
定
め
る
地
域
森
林
計
画
対
象
森

林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、
森
林

法
に
基
づ
く
届
け
出
が
必
要
で
す
。
無

断
伐
採
は
100
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
ま
す
。

対
森
林
所
有
者
、
伐
採
の
権
限
を
持
つ

方　
※
伐
採
す
る
人
と
所
有
者
が
違
う

場
合
、
連
名
に
よ
る
届
け
出
が
必
要　

期
伐
採
を
始
め
る
90
日
前
～
30
日
前　

場
届
出
先
＝
農
林
整
備
課
、
各
総
合
支

所
農
林
課
・
農
林
水
産
課　
※
対
象
森

林
は
届
出
先
で
確
認
で
き
、
届
出
書
類

も
配
布
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可

問
農
林
整
備
課（
☎
231−

１
２
５
６
）

有
害
鳥
獣
駆
除
活
動
に

理
解
と
協
力
を

　
毎
年
、
イ
ノ
シ
シ
・
シ

カ
な
ど
に
よ
る
農
林
作
物

な
ど
へ
の
被
害
が
数
多
く

発
生
し
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
農
林
作

物
被
害
の
発
生
情
報
に
基
づ
く
地
元
猟

友
会
や
自
治
会
長
な
ど
か
ら
の
有
害
鳥

獣
捕
獲
依
頼
に
対
し
、捕
獲
隊（
猟
友
会
）

下関市健康づくり計画
｢ふくふく健康21(第二次)」
ができました
　下関市健康づくり計画「ふくふ
く健康21」の計画期間が平成25
年度で終了し、平成26年度から
35年度までの10年間を計画期間
とする「ふくふく健康21（第二
次）」を策定しました。「いのちを
考え生きる力を育み　いのちの
ハーモニーを奏でるまちづくり」
を基本理念とし、一人ひとりの健
康から、まち全体が元気になって
いくことを目指し、市民の皆さん、
関係機関などと一体となり、健康
づくりの輪を広げていきます。
※計画書冊子は、保健総務課、各
保健（福祉）センターで配布。市
ホームページからも閲覧可
問保健総務課（☎231−1408）

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

20平成26年５月号



に
有
害
鳥
獣
捕
獲
等
許
可
証
を
発
行
し
、

有
害
鳥
獣
の
駆
除
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

捕
獲
隊
員
は
オ
レ
ン
ジ
色
の
帽
子
と
ベ

ス
ト
、
黄
色
い
腕
章
を
着
用
し
、
安
全

確
保
を
第
一
に
行
っ
て
い
ま
す
。

●
行
楽
シ
ー
ズ
ン
で
山
に
入
る
方
へ

　
山
に
入
る
際
、
腰
に
白
い
タ
オ
ル
や

手
拭
い
な
ど
を
下
げ
る
と
、
誤
射
の
原

因
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
腰
に
タ

オ
ル
な
ど
を
下
げ
る
場
合
は
黄
や
オ
レ

ン
ジ
色
な
ど
の
目
立
つ
色
の
物
を
使
用

し
て
く
だ
さ
い
。

問
有
害
鳥
獣
対
策
室（
☎
231−

１
２
６
２
）

「
下
関
あ
ん
し
ん
情
報
セ
ッ
ト
」を

活
用
し
て
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　
　
　

　
高
齢
者
の
万
一
の
緊
急

事
態
に
備
え
、
自
身
の
緊

急
連
絡
先
や
医
療
情
報
な

ど
を
記
入
す
る
シ
ー
ト
と
容
器
な
ど
を

ま
と
め
た「
下
関
あ
ん
し
ん
情
報
セ
ッ
ト
」

を
配
布
し
て
い
ま
す
。
見
つ
け
や
す
い

よ
う
冷
蔵
庫
に
保
管
し
て
お
き
ま
す
。

対
市
内
在
住
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
利
用
希
望
者　
▽
65
歳
以
上
の
一

人
暮
ら
し
の
方　
▽
75
歳
以
上
の
み
の

世
帯
に
属
す
る
方　
▽
一
人
暮
ら
し
の

重
度
障
害
の
あ
る
方　
場
配
布
場
所
＝

い
き
い
き
支
援
課
、
各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
、
各
支
所

問
い
き
い
き
支
援
課（
☎
231−

１
３
４
０
）

統
計
調
査
へ
の
協
力
依
頼

　
厚
生
労
働
省
は
、
毎
年
国
民
の
保
健
、

医
療
、
福
祉
な
ど
の
状
況
を
把
握
し
、

厚
生
労
働
行
政
の
企
画
・
立
案
の
基
礎

資
料
と
す
る
た
め
、
全
国
で
無
作
為
に

抽
出
し
た
地
区
で
、
国
民
生
活
基
礎
調

査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平
成
26
年
度

は
市
内
１
地
区
が
選
ば
れ
、
６
月
５
日

と
７
月
10
日
に
調
査
予
定
で
す
。
調
査

日
前
後
に
調
査
員
が
伺
い
ま
す
の
で
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
保
健
医
療
課（
☎
231−

１
７
１
１
）、

福
祉
政
策
課（
☎
231−

１
７
２
３
）

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関

５
月
の
開
催
日
程
・
イ
ベ
ン
ト

●
２
日
～
７
日
＝
日
本
モ
ー
タ
ー
ボ
ー

ト
選
手
会
会
長
杯　
競
艇
の
日
大
賞　

●
10
日
～
13
日
＝
ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ

レ
ー
ス　
ア
プ
ス
シ
ス
テ
ム
杯　
●
17

日
～
21
日
＝
ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
レ
ー

ス　
ス
ポ
ニ
チ
金
杯
争
奪
戦　
●
24
日
～

28
日
＝
ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
レ
ー
ス　

B

ボ

ー

ト

O
AT　

B

ボ
ー
イ

oy

カ
ッ
プ　
●
31
日
～
６

月
３
日
＝
ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
レ
ー
ス
山

口
シ
ネ
マ
杯　
※
場
外
・
外
向
発
売
所

の
発
売
予
定
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w

w
.shim

onoseki.gr.jp/

）で
確

認
を

【
イ
ベ
ン
ト
】　
●
優
勝
戦
出
場
選
手
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
＝
日
７
日（
水
）午
前
10
時

●
新
人
選
手
紹
介
式
＝
日
７
日（
水
）第

５
Ｒ
発
売
中　
●
優
勝
者
表
彰
＝
日
７

日（
水
）第
12
Ｒ
終
了
後　
●
ふ
あ
ふ
あ

シ
ー
ボ
ー
＝
５
・
６
日
の
午
前
９
時
50

分
～
午
後
４
時

共
料
入
場
料
＝
100
円

問
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
下
関（
☎
246−

１
１
６
１
）

５
月
31
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー
で
す
！

　
「
世
界
禁
煙
デ
ー
」は
、

世
界
保
健
機
関 （
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）

が
制
定
し
た「
禁
煙
を
推

進
す
る
た
め
の
日
」で
す
。こ
の
機
会
に
、

禁
煙
や
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
へ
の
影

響
に
つ
い
て
考
え
、
正
し
く
理
解
す
る

き
っ
か
け
と
し
ま
し
ょ
う
。

●
世
界
禁
煙
デ
ー
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

日
５
月
30
日（
金
）午
後
６
時
～
６
時
30

分　
場
下
関
駅
前
付
近

●
た
ば
こ
に
関
す
る
啓
発
パ
ネ
ル
展

期
５
月
26
日
～
30
日　
場
市
役
所
本
庁

舎
本
館
１
階
ロ
ビ
ー

問
保
健
総
務
課（
☎
231−

１
４
０
８
）

豊
田
ホ
タ
ル
の
里
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

観
覧
料
の
変
更
の
お
知
ら
せ

　
観
覧
料
が
次
の
通
り
、
４
月
１
日
か

ら
減
額
さ
れ
ま
し
た
。

▼
大
人
400
円
→
200
円
、
大
学
生
等
200
円

→
100
円　
▼
団
体
20
人
以
上
の
場
合
…

大
人
300
円
→
160
円
、
大
学
生
等
150
円
→

80
円

問
豊
田
ホ
タ
ル
の
里
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

（
☎
767−

０
３
５
０
）

５
月
の
献
血

●
24
日（
土
）＝
午
前
10
時
～
正
午
、
午

後
１
時
15
分
～
４
時
／
ゆ
め
シ
テ
ィ

●
27
日（
火
）＝
午
前
11
時
～
午
後
４
時

30
分
／
下
関
市
立
大
学

※
24
日
は
400
㍉
㍑
献
血
限
定

問
保
健
総
務
課（
☎
231−

１
４
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２つの給付金についてお知らせします
◆臨時福祉給付金◆ ◆子育て世帯臨時特例給付金◆

●支給対象者
原則、平成26年1月1日に
下関市に住民票があり、平
成26年度分市民税（均等割）
が課税されない方　※自身
を扶養している方が課税さ
れる場合や、生活保護制度
の被保護者の場合などは対
象外
●支給額
1万円（対象者1人）　※対象
者で次のいずれかに該当す
る方は5,000円加算　①各
種基礎年金等の受給者　②
児童扶養手当、特別障害者

◆制度に関するお問い合わせ◆

▽厚生労働省の専用ダイヤル＝☎0570-037-192
　午前9時～午後6時　※土・日曜日、祝日を除く
詳細　臨時福祉給付金室（☎231-1208）

振り込め詐欺にご注意ください！
　市役所や厚生労働省がATM(現金自動預払機）の操
作をお願いすることや、支給の手数料などの振込を求
めることは絶対にありませんので、注意してください。

●支給対象者
原則、平成26年1月1日に
下関市に住民票があり、次
のどちらの要件も満たす方 
①平成26年1月分の児童手
当・特例給付を受給　②平
成25年の所得が児童手当の
所得制限限度額未満
●対象児童
対象者の平成26年1月分の
児童手当・特例給付の対象
となる児童　※平成26年1
月2日以降に生まれた児童、
臨時福祉給付金の対象とな
る児童、生活保護制度の被

手当等の受給者など
●申請方法
郵送申請　※対象者への通
知に申請案内を同送　※支
給対象でない方にも申請案
内が届く場合あり　※申請
者には審査後、支給・不支
給の決定通知を送付　
●申請期間
7月ごろ～3カ月間（予定）
●受取方法
口座振込（原則）
※現金給付は振込口座が無
いなどの特別な事情がある
場合に限る

保護者にあたる児童は対象外
●支給額
1万円（対象児童1人）
●申請方法
郵送申請　※平成26年1月
分の児童手当・特例給付の
受給者に申請案内を郵送　
※公務員は勤務先で申請書
を配布　※申請者には審査
後、支給・不支給の決定通
知を送付
●申請期間
7月ごろ～3カ月間（予定）
●受取方法
口座振込（原則）
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